
・見積書提出後、見積を辞退するための「辞退申請書」を提出するボタンが表示されます。
・電子入札システムの仕様上、辞退申請書を提出できる機能が備わっていますが、一度提出され
た見積の差替・撤回は認めませんので、辞退申請書の提出は行わないでください。

・なお、辞退申請書の提出があった場合においても、既に提出された見積書により見積合わせを
行い契約の相手方を決定しますので、見積書提出時には見積額や調達案件に間違いがないか十
分に確認してください。

７ 辞退申請について


